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࣭┿ࡋ࡞本人確認書類

　平成28年のマイナンバー法施行により、各種書類の提出が義務づけられました。
　番号１～３のいずれかの書類が必要になりますので、申請書とともにご提出ください。
　なお、マイナンバー通知カードと住民票に記載されている事項が異なる場合は、マイナン
バー通知カードは使用できません。

提出期限 寄附翌年の1月10日必着

ワンストップ特例申請書の提出後に、住所・氏名などが変更になった場合は、変更届の提出が必要です。
必要書類をご案内いたしますので必ずご連絡ください。

次の顔写真入り本人確認書類のうちいずれかの写

記入されている住所と今回送付する確認書類の住所が一致しているか確認してください。
※住民票に記載されている住所となりますのでご確認ください。
※記載内容で訂正がある場合は、お手数ですが二重線で消したうえで、ご訂正をお願いいたします。




